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無期転換ルールをご存知ですか

無期転換ルールとは、同じ会社との間で

契約社員・パートタイマー・アルバイト

など期間の定めのある労働契約（有期労

働契約）が5年を超えて繰り返し更新され

た場合、労働者からの申し込みにより、

期間の定めのない労働契約（無期労働契

約）に転換されるルールです。雇用の安

定を目的に作られました。いよいよこの4

月から無期転換ルールが適用されるケー

スが本格化します。

連合奈良ホームページもぜひご覧下さい。
http://www.rengo-nara.jp/

４月５日（木）「連合奈良の日」街宣行動は近鉄学園前駅北口にて行いました。

１時間の行動で約１０００枚のチラシを配布しました。今回のチラシのテーマは「待機児童の解消と保育

士の処遇の改善」「介護による離職の防止と介護労働者の処遇の改善」「誰もが希望する教育を受けられる

社会へ」。連合奈良北和地協役員・幹事９名が民進党奈良県連、前衆議院議員馬淵澄夫事務所スタッフとと

もにお配りしました。また奈良市議会の樋口清二郎議員、阪本美知子議員からクラシノソコアゲに関わる熱

いメッセージをお話しいただきました。ご参加いただいたみなさんありがとうございました。


